
273 

4.5 緑  

4.5.1 緑の質 

環境影響評価の対象は、本事業の実施に伴う植栽予定樹種の環境適合性、植栽基盤の適

否及び必要土壌量とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査項目 

計画地における主要な植栽樹種の環境適合性、植栽基盤の適否及び必要土壌量について

予測及び評価を行うための基礎資料を得ることを目的として、次の項目について調査を行

った。 

 

（ｱ）現存植生状況及び生育状況 

（ｲ）周辺地域の生育木 

（ｳ）植栽土壌 

（ｴ）植栽予定樹種 

（ｵ）潜在自然植生 

（ｶ） 生育環境（日照、潮風等の状況） 

（ｷ）土地利用の状況 

（ｸ）関係法令等による基準等 

 

② 調査地域・調査地点 

a. 現存植生状況及び生育状況 

計画地内とした。 

 

b. 周辺地域の生育木 

図 4.5.1-1 に示す計画地周辺の公園等（溝口南公園、二子居村公園、大陸天公園、二

子坂戸緑道、溝口緑地）とした。 

 

c. 植栽土壌 

植栽土壌調査は図 4.5.1-1 に示す計画地内の 1地点とした。 

 

d. 植栽予定樹種 

計画地内とした。 

 

e. 潜在自然植生 

計画地及びその周辺とした。 
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図 4.5.1-1 樹木活力度・植栽土壌調査地点位置図（現地調査） 
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f. 生育環境（日照、潮風等の状況） 

計画地及びその周辺とした。 

日照の状況の調査地点は将来の緑化地が周囲の既存建築物により影響を受けると想定

される図 4.5.1-2 に示す 5 地点とした。 

 

g. 土地利用の状況 

計画地及びその周辺とした。 

 

③ 調査期間・調査時期 

a. 現存植生状況及び生育状況 

調査日は以下のとおりとした。 

   令和 6年 10 月 26日（土） 

 

b. 周辺地域の生育木 

調査日は以下のとおりとした。 

 令和 6 年 10 月 26 日（土） 

 

c. 植栽土壌 

調査日は以下のとおりとした。 

 令和 6 年 10 月 26 日（土） 

 

④ 調査方法 

a. 現存植生状況及び生育状況 

現存植生状況は現地踏査により把握した。 

生育の状況は現地調査により樹種及び樹木の本数等を把握し、樹木活力度は表 4.5.1-

1 に示すとおり、樹勢、樹形、枝の伸長量、枝葉の密度、葉形、葉の大きさ、葉色、ネク

ロシスの 8 項目とした。開花状況の判定は調査時期において、開花したか、開花してい

ないかの事項のみ確認ができたため、樹木活力度指数の算出は開花状況を除く 8 項目で

指数を算出した。 

調査方法は「造園施工管理技術編改訂 25 版」（平成 17 年 5 月、社団法人日本公園緑

地協会）を参考に表 4.5.1-1 に示す判定基準に従って項目別指数を求めた。 

これにより、表 4.5.1-2 に示す算定方法から樹木別活力度指数を算出し、表 4.5.1-3

に示す指数判定基準により判定した。 
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図 4.5.1-2 日照の状況の調査地点 
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表 4.5.1-1 樹木活力度調査項目及び判定基準 

  判定基準 1 良好、正常な

もの 

２普通、正常に

近いもの 

３悪化のかなり

進んだもの 

４顕著に悪化し

ているもの 評価項目   

1.樹勢 生育旺盛なもの 

多少影響はある

が余り目立たな

い程度 

異常が一目でわ

かる程度 

生育劣弱で回復

の見込みがない

とみられる 

2.樹形 
自然樹形を保つ

もの 

一部に幾分の乱

れはあるが、本

来の形に近い 

自然樹形の崩壊

がかなり進んだ

もの 

自然樹形が全く

崩壊し、奇形化

しているもの 

3.枝の伸長量 正常 

幾分少ないが、

それほど目立た

ない 

枝は短小となり

細い 

枝は極度に短小

し、しょうが状

の節間がある 

4.枝葉の密度 

正常、枝及び葉

の密度のバラン

スがとれている 

普通、１に比べ

やや劣る 
やや疎 

枯枝が多く、葉

の発生が少ない

密度が著しく疎 

5.葉形 正常 少しゆがみあり 変形が中程度 変形が著しい 

6.葉の大きさ 正常 幾分小さい 中程度に小さい 著しく小さい 

7.葉色 正常 やや異常 かなり異常 著しく異常 

8.ネクロシス（懐死―

細胞組織の崩壊）（一

葉面による） 

なし わずかにある かなり多い 著しく多い 

9.開花状況注 開花良好 
幾分少なかった

程度 

わずかに咲く程

度 
全く咲かない 

注：開花状況の判定は調査時期において、開花したか、開花していないかの事項のみ確認ができたため、樹木

活力度指数の算出は開花状況を除く 8項目で指数を算出した。 

出典：「造園施工管理技術編改訂 25版」（平成 17年 5月、社団法人日本公園緑地協会） 

 

表 4.5.1-2 樹木活力度指数の算定方法 

単木の場合 特定樹種の場合 

Y=（ΣXi）/n =(ΣYi)/m  

Y:樹木活動度指数 :特定樹種の平均活力度指数 

Xi：項目別指数 Yi：樹木活力度指数 

n：項目数 m:特定樹種の調査本数 

出典：「自然環境アセスメント指針」（平成 2年 1月、社団法人環境情報科学センター） 

 

表 4.5.1-3 活力度指数の判定方法 

判定 A B C D 

指数 1.00～1.75 1.76～2.50 2.51～3.25 3.26～4.00 

状態 
1 良好、正常な

もの 

2 普通正常に近

いもの 

3 悪化のかなり

進んだもの 

4 顕著に悪化し

ているもの 

出典：「自然環境アセスメント指針」（平成 2年 1月、社団法人環境情報科学センター） 
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b. 周辺地域の生育木 

現地調査により計画地に生育環境が類似している計画地周辺の公園等の生育状況を確

認した。 

調査方法は、「a.現存植生状況及び生育状況」と同様とした。 

 

c. 土壌調査 

(a) 試杭土壌調査 

調査方法は試杭土壌調査による土壌調査を実施した。 

試坑土壌調査は、調査地の土壌の種類、土層の分布、断面形態等を観察し、室内分析

用試料を採取する目的で行った。調査は、以下に示した項目について行った。 

①層位の区分、②層位の深さ・厚さ、③土性、④土色、⑤斑紋・結核、⑥乾湿、⑦礫・

夾雑物、⑧土壌還元、⑨土壌構造、⑩根の発達、⑪可塑性・粘着性、⑫土壌硬度（山中

式） 

 

(b) サンプリング調査 

試坑断面調査地点において確認された層位のうち、採集可能な有効土層の土壌を持ち

帰り、室内分析により土壌の性状の確認を行った。 

分析を実施した項目は表 4.5.1-4に示すとおりである。 

 

表 4.5.1-4 土壌分析項目と目的 

分析項目 分析方法 目 的 

 pH（H2O） 土壌環境分析法 Ⅴ.1（5）1）ガラス電極法 土壌酸度の確認 

 電気伝導度（EC） 土壌環境分析法 Ⅴ.4 1：5 水浸出法 塩類の多少の確認 

 粒径組成（土性） JIS A 1204 土の粒度試験方法 土性の確認 

出典：「土壌環境分析法」（平成 9年 6月、土壌環境分析法編集委員会） 

 

(c) 現場透水試験 

試坑断面調査地点において長谷川式による現場透水試験を実施し、直径 15cm 試験孔に

おける最終減水能を測定した。 

 

d. 植栽予定樹種 

本計画における緑化計画の内容により把握した。 

 

e. 潜在自然植生 

「神奈川県の潜在自然植生」（昭和 51 年 3 月、宮脇昭編著、神奈川県教育委員会）、

「川崎市および周辺の植生-環境保全と環境保全林創造に対する植生学的研究-」（昭和

56年 3 月、宮脇昭ほか、横浜植生学会）の既存資料により推定した。 
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f. 生育環境（日照、潮風等の状況） 

「土地利用現況図（高津区）」等の既存資料の収集・整理、現地調査及び写真撮影によ

り、計画地及びその周辺の日照の状況を把握した。 

 

g. 土地利用の状況 

「土地利用現況図（高津区）」等の既存資料の収集・整理により、計画地及びその周辺

の土地利用の状況を把握した。 

 

h. 関係法令等による基準等 

以下の関係法令等の内容について整理した。 

・「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」（平成 11 年川崎市条例第 49 号） 

・「川崎市緑化指針」（令和 4 年 2 月一部改正、川崎市） 

・「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準 

 

⑤ 調査結果 

a. 現存植生状況及び生育状況 

(a) 現存植生状況 

計画地内は事業所跡地、レジャー施設及び飲食店舗があり、図 4.5.1-3に示すとおり、

植生は主に計画地外周部にある。現況緑化地面積は表 4.5.1-5 に示すとおりであり、現

況緑化率は約 28％である。 

 

表 4.5.1-5 計画地内の現存植生区分 

植生区分 面積（㎡） 比率(％） 

現況緑化地 

植栽地（落葉広葉） 約 1,100 約 9 

植栽地（常緑広葉） 約 690 約 6 

植栽地（常緑針葉） 約 70 約 1 

草地 約 1,640 約 13 

全体 約 3,500 約 28 

コンクリート構造物及び舗装道路 約 8,870 約 72 

合計 約 12,370 100 

注：四捨五入の関係により合計が一致しない場合がある。 
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図 4.5.1-3 計画地内の現存植生状況 
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(b) 生育状況 

活力度調査結果は表 4.5.1-6 に示すとおりである（詳細は、資料編：資料 4-1、p.資 4-

2～3 参照）。 

調査が行われたのは 23 種 111 本であり、平均活力度指数の判定結果は「A」が 1 種、

「B」が 21 種、「C」が 1種であった。計画地内には高木、中木、低木が植栽されており、

多くの樹種の生育状況は普通正常であったが、特にウバメガシは「A～B」判定、コブシ

は「C」判定であった。 

 

表 4.5.1-6 計画地内の生育木の樹木活力度調査結果 

区分 No. 種名 調査本数 平均活力度 判定 

高木 常緑広葉 1 ヤマモモ 2 1.82 Ｂ 

2 シラカシ 6 1.88 Ｂ 

3 ウバメガシ 1 2.00 Ｂ 

4 クスノキ 3 2.00 Ｂ 

5 サンゴジュ 1 2.25 Ｂ 

常緑針葉 6 カイヅカイブキ 10 1.85 Ｂ 

落葉広葉 7 クヌギ 1 2.38 Ｂ 

8 コナラ 2 2.00 Ｂ 

9 ハクモクレン 1 2.13 Ｂ 

10 コブシ 3 2.71 Ｃ 

11 カツラ 1 2.00 Ｂ 

12 カワヅザクラ 2 2.06 Ｂ 

13 ソメイヨシノ 2 2.00 Ｂ 

14 ムクゲ 5 2.00 Ｂ 

15 ハナミズキ 2 2.00 Ｂ 

16 ヤマボウシ 3 2.25 Ｂ 

17 エゴノキ 1 2.13 Ｂ 

中木 常緑広葉 18 ウバメガシ 5 1.68 Ａ 

19 ベニカナメモチ 20 2.00 Ｂ 

20 サザンカ 14 1.88 Ｂ 

落葉広葉 21 ムクゲ 3 2.00 Ｂ 

低木 常緑広葉 22 サツキ 10 2.00 Ｂ 

落葉広葉 23 ガクアジサイ 12 2.00 Ｂ 

注 1：四捨五入により「資料編：資料 4-1」の樹木活力度指数の平均値と一致しない場合がある。 

注 2：枯損を除いた判定とした。 
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b. 周辺地域の生育木 

計画地周辺域の生育木の樹木活力度調査結果は表 4.5.1-7 に示すとおりである（詳細

は、資料編：資料 4-1、p.資 4-4～6参照）。 

調査が行われたのは 35 種 107 本であり、平均活力度指数の判定結果は「A」が 5 種、

「B」が 30 種であり、多くの樹種の生育状況は良好もしくは普通であったが、特にクロ

ガネモチ、ムクノキ、サルスベリ、コノテガシワ、オカメザサが「A」判定となった。 

 

表 4.5.1-7 周辺地域の生育木の樹木活力度調査結果 

区分 No. 種名 調査本数 平均活力度 判定 

高木 
 

常緑広葉 
 

1 ヤマモモ 3 2.00 Ｂ 

2 サザンカ 2 2.00 Ｂ 

3 ビワ 1 2.00 Ｂ 

4 スダジイ 5 1.90 Ｂ 

5 マテバシイ 5 2.00 Ｂ 

6 タイサンボク 3 2.04 Ｂ 

7 クロガネモチ 5 1.50 Ａ 

8 ネズミモチ 3 2.00 Ｂ 

9 キンモクセイ 1 2.00 Ｂ 

10 サンゴジュ 3 1.83 Ｂ 

11 トキワサンザシ 1 1.88 Ｂ 

落葉針葉 12 イチョウ 2 2.19 Ｂ 

13 メタセコイア 5 2.00 Ｂ 

落葉広葉 14 アカシデ 3 2.00 Ｂ 

15 ムクノキ 2 1.75 Ａ 

16 ケヤキ 11 1.95 Ｂ 

17 ユリノキ 1 2.00 Ｂ 

18 コブシ 2 2.00 Ｂ 

19 ソメイヨシノ 2 2.00 Ｂ 

20 イロハモミジ 3 1.79 Ｂ 

21 サルスベリ 1 1.75 Ａ 

中木 
 

常緑広葉 22 オオムラサキツツジ 4 2.00 Ｂ 

23 ハマヒサカキ 4 2.00 Ｂ 

24 キンモクセイ 4 2.00 Ｂ 

常緑針葉 25 コノテガシワ 4 1.75 Ａ 

落葉広葉 26 ザクロ 3 1.88 Ｂ 

27 ドウダンツツジ 2 2.00 Ｂ 

低木 
 

常緑広葉 28 アベリア 3 2.00 Ｂ 

29 ハマヒサカキ 2 2.00 Ｂ 

30 イヌツゲ 5 2.10 Ｂ 

31 ローズマリー 1 1.88 Ｂ 

32 オオムラサキツツジ 1 2.00 Ｂ 

落葉広葉 33 ユキヤナギ 5 2.00 Ｂ 

34 ドウダンツツジ 4 2.00 Ｂ 

常緑地被 35 オカメザサ 1 1.50 Ａ 

注：四捨五入の関係により「資料編：資料 4-1」の樹木活力度指数の平均値と一致しない場合がある。  
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c. 植栽土壌 

(a) 試杭土壌調査 

試杭土壌調査結果は、1地点で行い、その結果は表 4.5.1-8、図 4.5.1-4 に示すとおり

である（詳細は、資料編：資料 4-3、p.資 4-10～11 参照）。 

地点 No.1 は深度 17 ㎝までは砂質埴壌土（SCL）である。深度 17 ㎝～95㎝では軽埴土

（LiC）、95㎝～では礫土であった。A 層は植裁用に客土されたと思われる砂壌土であり

シバ等の植物根に富んでいた。B 層は礫や建築資材ガラを含んだ二次ロームである。ま

た、C 層は全体的に礫が含まれる傾向にあった。 

 

表 4.5.1-8 試杭土壌調査結果 

調査 
地点 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

層位 
深さ
(㎝) 

土性 土色 
斑紋 
結核 

乾湿 礫 
夾雑
物 

土壌
還元 

土壌 
構造 

根の
発達 

粘着
性 

硬度 

No.1 

A 0～17 SCL 
黒褐色 
(7.5YR 
2/2) 

無 半湿 有 多 無 粒状 富む 弱 極疎 

B 17～95 LiC 
褐色 

(2.5Y 4/3) 
無 半湿 富む 多 無 塊状 

稀に
有り 

弱 疎 

C 95～ 礫土 
黒オリーブ

褐色 
(2.5Y 3/3) 

無 半湿 礫土 - 無 
単粒
状 

無 無 極密 

注 1：判定目安は「資料編：資料 4-2」に示す。 

注 2：番号は p.277に対応する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図 4.5.1-4 模式図と土壌断面図（現地調査） 
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(b) サンプリング調査 

試杭土壌調査において確認された層位についてサンプリング調査を行った。 

結果は表 4.5.1-9 に示すとおりである。判定基準及び粒径試験結果は資料編（p.資 4-

7～11）に示す。pH（H2O）については、A 層が 6.7、B 層が 7.5 であり、育成阻害がない

傾向にある。一方、電気伝導度については、A 層が 0.05(dS/m)、B 層が 0.03(dS/m)であ

り、土壌が貧栄養な傾向にある。 

 

表 4.5.1-9 サンプリング調査結果 

調査 

地点 
分析項目 層位 分析結果 判定 

No.1 

pH（H2O） 

A 6.7 適正 

B 7.5 適正 

C 礫が多くサンプリング不能 － 

電気伝導度 

（dS/m） 

A 0.05 貧栄養 

B 0.03 貧栄養 

C 礫が多くサンプリング不能 － 

土性 

A SCL(砂質埴壌土) 適正 

B LiC(軽埴土) 適正 

C 礫が多くサンプリング不能 － 

 

(c) 現場透水試験 

試杭土壌調査地点において現場透水試験を行った結果を表 4.5.1-10に示す。 

土壌は良好な透水性を有しているが、最終減水能が 450mm/hr 以上であり、試坑調査結

果を鑑みて土壌が乾燥しやすい傾向にある。 

 

表 4.5.1-10 試杭土壌調査結果 

調査

地点 

孔の深さ 

（mm） 

予備抽水 再抽水 20分後 40分後 

最終減水能 評価 時刻 

t1 

読み 

(mm) 

h1 

時刻 

t2 

読み 

(mm) 

h2 

時刻 

t3 

読み 

(mm) 

h3 

時刻 

t4 

読み 

(mm) 

h5 

No.1 550 12:25 400 12:45 400 13:05 550 - - 450 mm/hr 以上 良好 

 

  



285 

d. 植栽予定樹種 

本事業における主要な植栽予定樹種は、表 4.5.1-11 に示すとおりである。 

 

表 4.5.1-11 主な植栽予定樹種 

区分 
主要植栽 
予定樹種 

植栽本数 
規格 

樹高 目通周 葉張 

高木 常緑 タイサンボク 74 本 
3.0ｍ 
以上 

0.18ｍ 
以上 

0.8ｍ 
以上 

中木 常緑 ツバキ類 142本 
1.5～ 
3.0ｍ 

－ 
0.3ｍ 
以上 

低木 常緑 
ジンチョウゲ 
ツツジ類 

1,634 本 
0.3～ 
1.5ｍ 

－ 
0.3ｍ 
以上 

地被類 コウライシバ - - - - 

注：敷地北西側に存在する 2本のカワヅザクラは保存する。 

 

e. 潜在自然植生 

計画地及びその周辺の潜在自然植生図は、図 4.5.1-5 に示すとおりである。 

「川崎市および周辺の植生-環境保全と環境保全林創造に対する植生学的研究-」によ

ると、計画地の潜在自然植生は「シラカシ群集、ケヤキ亜群集」に相当する。 

「川崎市および周辺の植生-環境保全と環境保全林創造に対する植生学的研究-」及び

「神奈川県の潜在自然植生」によると、「シラカシ群集、ケヤキ亜群集」の潜在自然植

生構成種は、表 4.5.1-12 に示すとおりである。また、周辺植生構成種については現地調

査結果を基に記載した。 

計画地および周辺緑地における樹木はすべて植裁樹であり自然植生・代償植生は存在

しないが、現地調査結果から、潜在自然植生と共通するシラカシ、ケヤキの生育は概ね

良好であることが判明している。 

 

表 4.5.1-12 潜在自然植生構成種及び周辺植生構成種 

階層 
潜在自然植生構成種 

（シラカシ群集、ケヤキ亜群集） 
周辺植生構成種※ 

高木層 
シラカシ、アカガシ、イヌシデ、ケヤキ、 
ミズキ 

ケヤキ、メタセコイア、クロガネモチ、カ
イヅカイブキ、コブシ、スダジイ、ソメイ
ヨシノ、シラカシ、ヤマモモ、アカシデ、
マテバシイ、タイサンボク、ネズミモチ、 
サンゴジュ、イチョウ、クスノキ、ムクノ
キ、ユリノキ、ハナミズキ、コナラ 

低木層 
ヤブツバキ、スダジイ、タブノキ、シロダ
モ、カマツカ、モチノキ 

ガクアジサイ、サツキ、イヌツゲ、ドウダ
ンツツジ、ユキヤナギ、アベリア、ハマヒ
サカキ、オオムラサキツツジ 

草本層 オクマワラビ、ホウチャクソウ - 

※周辺植生構成種は、主に現地調査により周辺で確認された植生種より選定し記載 

出典：「川崎市および周辺の植生-環境保全と環境保全林創造に対する植生学的研究-」 

（昭和 56年 3 月、宮脇昭ほか、横浜植生学会） 

「神奈川県の潜在自然植生」（昭和 51年 3月、宮脇昭編著、神奈川県教育委員会） 
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図 潜在自然植生 

 

 

 

  

図 4.5.1-5 潜在自然植生図 
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f. 生育環境（日照、潮風等の状況） 

計画地内の日照の状況の調査結果は図 4.5.1-6 に示すとおりであり、No.1 の計画地東

側では午前中に日照がない時間があるが、その後は日照が確保されている。No.5 の計画

地西側は春分～夏至～秋分には日照が確保されるが、冬場は日照がない時間が継続する。 

また、近傍に海はないため潮風の影響はない。 

 

g. 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の土地利用の状況は、「第 2 章 2.1.6 土地利用の状況」(p.52～56)

に示したとおり、宿泊娯楽施設用地、業務施設用地、住宅用地、集合住宅用地及び併用

集合住宅用地等で構成されている。 

 

h. 関係法令等による基準等 

(a) 「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」 

本条例では、川崎市における緑の保全及び緑化の推進に関して必要な事項を定め、川

崎市と市民及び事業者との協働により、良好な都市環境の形成を図り、もって現在及び

将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的としている。 

 

(b) 「川崎市緑化指針」 

川崎市では、「川崎市緑化指針」において、全ての緑化事業を対象とした緑化の手順

を具体的に策定している。 

この指針は、住宅や事業所など施設の設置目的や立地する周囲の環境などの諸条件に

応じ、地域性を反映した個性的で付加価値の高い緑を保全・創出・育成する計画及び設

計並びにこれらに基づく適切な施工及び維持管理を推進するとともに、全市的な緑の水

準の向上に寄与することを目的としている。 

緑化樹木については、特性、見所、適地、地域特性を示した樹種一覧や高木類の植穴

径等の標準的寸法等が示されている。 

 

(c) 「地域環境管理計画」 

「地域環境管理計画」では、緑の質の地域別環境保全水準として、「緑の適切な回復

育成を図ること。」と定めている。 
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図 4.5.1-6 計画地内の日照の状況の調査結果 
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(2) 環境保全目標 

環境保全目標は、周辺地域における緑の現況を踏まえ、「地域環境管理計画」の地域別

環境保全水準に基づき、「緑の適切な回復育成を図ること。」と設定する。 

 

(3) 予測・評価 

本事業の実施に伴い、供用時において新たに緑の回復育成を図るため、緑の質について

予測及び評価を行う。 

 

① 予 測 

a. 予測項目 

予測項目は、緑化計画で選定した植栽予定樹種の環境適合性、植栽基盤の適否及び必

要土壌量とした。 

 

b. 予測地域・予測地点 

予測地域は、計画地内とした。 

 

c. 予測時期 

予測時期は、工事の完了後一定期間をおいた時期とした。 

 

d. 予測方法 

(a) 植栽予定樹種の環境適合性 

予測方法は、計画地及びその周辺地域の植栽状況、潜在自然植生等を踏まえ、緑化計

画の植栽予定樹種が計画地内の環境特性に適合可能か予測する方法とした。 

 

(b) 植栽基盤の適否及び必要土壌量 

予測方法は、緑化計画を踏まえ、調査結果を基に植栽基盤の適否及び必要な土壌量に

ついて予測する方法とした。 
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e. 予測結果 

(a) 植栽予定樹種の環境適合性 

本計画において選定した主な植栽予定樹種は、表 4.5.1-13 に示すとおり、「川崎市緑

化指針」にあげられている事業所等の緑化に適した種が多く、計画地周辺の緑化地にお

いて良好な生育が確認されている種や、「川崎市および周辺の植生-環境保全と環境保全

林創造に対する植生学的研究-」、「神奈川県の潜在自然植生」において潜在自然植生構成

種とされている樹種も含まれる。 

さらに、計画地内の緑化地のうち、図 4.5.1-7 に示すとおり、陰になりやすい場所に

は耐陰性の種（ジンチョウゲ）を可能な限り植栽する計画である。 

したがって、主な植栽予定の樹種は、計画地の環境特性に適合するものと予測する。 

 

表 4.5.1-13 主な植栽予定樹種の適合性確認表 

区分 植栽予定樹種 

地域の適合性 

活力度調

査結果が

Ａまたは

Ｂのもの 

潜在自然

植生に 

該当 

川崎市緑化指針 

記載の 

有無注 

事業所等

の緑化 
耐陰性 

常緑 

高木 タイサンボク ○ － ○ － － 

中木 ツバキ類※ － ○ ○ 〇 － 

低木 
ジンチョウゲ － － ○ 〇 ○ 

ツツジ類※ ○ － ○ 〇 － 

地被類 コウライシバ※ － － － － － 

※：潜在自然植生にヤブツバキがあり、中木に用いるツバキ類も同様の環境を好む傾向にあることから、良好な生 

育を示すものと予測。 

※：樹木活力度調査においてオオムラサキツツジ、ドウダンツツジが良好な生育を示していることから、ツツジ類 

も良好な生育を示すものと予測。 

※：コウライシバは川崎市内他店舗での利用実績有り。 

注：記載の有無は、川崎市緑化指針の緑化樹木一覧表の記載の有無を示す。 

出典：「川崎市および周辺の植生-環境保全と環境保全林創造に対する植生学的研究-」 

（昭和 56年 3 月、宮脇昭ほか、横浜植生学会） 

「神奈川県の潜在自然植生」（昭和 51年 3月、宮脇昭編著、神奈川県教育委員会） 

「川崎市緑化指針」（令和 4 年 2月一部改正、川崎市） 
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図 4.5.1-7 耐陰性植栽の想定範囲 
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(b) 植栽基盤の適否及び必要土壌量 

ア. 植栽基盤の適否 

本事業の緑化計画に基づき、植栽基盤の適否について予測した。 

計画地内には、現在緑地として利用されている土壌が存在する。 

植栽土壌調査では、pH値が植栽基盤としての適性を保っており、また現場透水試験の

結果から排水性も良好である一方、電気伝導度が低いことから、貧栄養な土壌であると

考えられる。 

以上のことから、計画地内の土壌に土壌改良材の混入を実施する等の植栽基盤整備が

必要であり、土壌が不足した場合には、良質な客土を用いる必要があると予測する。ま

た、適宜礫やガラ等は除去する。 

 

イ. 植栽基盤の必要土壌量 

本計画においては、緑化地は土壌厚約 60cm（植栽基盤整備技術マニュアル（一般財団

法人日本緑化センター）を参考に、高木（生育後）の樹高約 3ｍで約 70cm の土壌厚、中

木の樹高約 2.5ｍで約 60cm の土壌厚、低木の樹高約 0.6ｍで約 50cm の土壌厚とし、平

均として約 60cm と想定した）とする計画であり、表 4.5.1-14 に示すとおり、緑化地面

積が約 1,716m2であることから、必要な土壌量は約 1,030m3になると予測する。 

 

表 4.5.1-14 植栽基盤の必要土壌量 

区分 植栽面積（㎡）注 土壌厚（ｍ） 必要土壌量（㎥） 

高木・中木・低木・地被類 約 1,716 約 0.6 約 1,030 

注：現存するカワヅザクラについてはそのまま保存するため考慮していない。 

 

② 環境保全のための措置 

本事業の供用時においては、緑の回復育成の観点から、以下に示す環境保全のための措

置を講じる。 

・「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」、「川崎市緑化指針」を踏まえ、計画建

築物外周の地上部に可能な限り緑地を設け、魅力的な緑化空間の創出に努める。 

・植栽にあたっては、立地条件を考慮して必要に応じて耐陰性の樹種を選定する。 

・現存するカワヅザクラは保存する。 

・緑の構成を配慮し、高木、中木、低木、地被類を適切に組み合わせるなど、多様な緑の

創出を図る。 

・植栽された樹木の目的、機能を充分に発揮させるため、樹木の特質に応じた維持管理

を行う。 

・健全育成を図るため、樹木の生育状況に応じた維持管理を行う。 

・緑化地内の植栽土壌の飛散を防止するため、地被類を植栽する。 

・計画地内の土壌に土壌改良材の混入等を行い、植栽育成に適した土壌整備を行う。 

  



293 

③ 評 価 

本計画において選定した主な植栽予定樹種は、「川崎市緑化指針」にあげられている、

事業所等の緑化に適した種や耐陰性のものが多く、また計画地周辺の緑化地において良好

な生育が確認されている種や、「川崎市および周辺の植生-環境保全と環境保全林創造に対

する植生学的研究-」、「神奈川県の潜在自然植生」において潜在自然植生構成種とされて

いる樹種も含まれる。 

さらに、計画地内の緑化地のうち、陰になりやすい場所には耐陰性の種（ジンチョウゲ）

を可能な限り植栽する計画である。 

したがって、主な植栽予定の樹種は、計画地の環境特性に適合するものと予測した。 

また、計画地内には、現在緑地として利用されている土壌が存在し、植栽土壌調査では、

pH 値が植栽基盤としての適性を保っており、また現場透水試験の結果から排水性も良好

である一方、電気伝導度が低いことから、貧栄養な土壌であると考えられる。以上のこと

から、計画地内の土壌に土壌改良材の混入を実施する等の植栽基盤整備が必要であり、土

壌が不足した場合には、良質な客土を用いる必要があると予測した。 

本計画においては、緑化地は土壌厚約 60cm（植栽基盤整備技術マニュアル（一般財団法

人日本緑化センター）を参考に、高木（生育後）の樹高約 3ｍで約 70cm の土壌厚、中木の

樹高約 2.5ｍで約 60cm の土壌厚、低木の樹高約 0.6ｍで約 50cm の土壌厚とし、平均とし

て約 60cm と想定した）とする計画であり、緑化地面積が約 1,716m2であることから、必要

な土壌量は約 1,030m3になると予測した。 

本事業の実施においては、「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」、「川崎市緑

化指針」を踏まえ、計画建築物外周の地上部に可能な限り緑地を設け、魅力的な緑化空間

の創出に努めるなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、緑の適切な植栽基盤の整備及び回復育成が図られると評価する。 
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4.5.2 緑の量 

環境影響評価の対象は、本事業の実施に伴い回復育成する緑の量（緑被の変化及び全体

の緑の構成）とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査項目 

計画地における緑被の状況等を把握し、緑被の変化及び全体の緑の構成について予測及

び評価を行うための基礎資料を得ることを目的として、次の項目について調査を行った。 

 

（ｱ）緑被の状況 

（ｲ）緑化計画 

（ｳ）生育環境（地形・地質等の状況） 

（ｴ）土地利用の状況 

（ｵ）関係法令等による基準等 

 

② 調査地域・調査地点 

a. 緑被の状況 

計画地内とした。 

 

b. 緑化計画 

計画地内とした。 

 

c. 生育環境（地形・地質等の状況） 

計画地及びその周辺とした。 

 

d. 土地利用の状況 

計画地及びその周辺とした。 

 

③ 調査期間・調査時期 

a. 緑被の状況 

調査日は以下のとおりとした。 

  令和 6年 10 月 26日（土） 

 

b. 生育環境（地形・地質等の状況） 

調査日は以下のとおりとした。 

 令和 6 年 10 月 26 日（土） 
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④ 調査方法 

a. 緑被の状況 

現地調査において計画地における現況緑被面積を把握し、緑被率、緑度を算出し現状

を数値化した。 

緑被率、緑度については「川崎市環境影響評価等技術指針」で定められた緑度の区分

及び指数に従い算出する方法とした。 

 緑度の区分及び指数は表 4.5.2-1 に、平均緑度算定式は以下に示すとおりである。 

 

表 4.5.2-1 緑度の区分及び指数 

指数（G） 緑度の区分 

5 すぐれた自然植生及びそれとほぼ同等の価値をもつ植生地 

4 よく成育した植生地（二次林、植林、竹林） 

3 やや成育が進んだ植生地（二次林、伐採跡地、耕地、果樹園） 

2 貧弱な植生地 

1 人工的な環境又は緑が極めて少ない裸地等 

 

【平均緑度算定式】 

平均緑度 （L,G）＝Σ（G×a）/A 

G：緑度の区分による指数 

a：植生区分ごとの面積（㎡） 

A：指定開発行為の面積（㎡） 

 

b. 緑化計画 

本計画における緑化計画の内容により把握した。 

 

c. 生育環境（地形・地質等の状況） 

「ガイドマップかわさき」等の既存資料の収集・整理及び現地踏査により、計画地及

びその周辺の地形及び地質の状況を把握した。 

 

d. 土地利用の状況 

「土地利用現況図（高津区）」等の既存資料の収集・整理により、計画地及びその周辺

の土地利用の状況を把握した。 

 

e. 関係法令等による基準等 

以下の関係法令等の内容について整理した。 

・「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」（平成 11 年川崎市条例第 49 号） 

・「川崎市緑化指針」（令和 4 年 2 月一部改正、川崎市） 

・「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準 
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⑤ 調査結果 

a. 緑被の状況 

現況において、計画地の約 72％が構造物や駐車場となっており、現況緑化地は約 28％

である（表 4.5.1-5、p.279 参照）。 

計画地内の区分別緑度指数は表 4.5.2-2 に示すとおりであり、計画地全体の平均緑度

は 1.4 である。 

表 4.5.2-2 区分別緑度指数 

区分 
面積（㎡） 緑度指数 

a×G 
平均緑度 

（L,G） 〔a〕 〔G〕 

現況緑化地 

植栽地（落葉広葉） 約 1,100 3 3,300 

－ 

植栽地（常緑広葉） 約 690 3 2,070 

植栽地（常緑針葉） 約 70 3 210 

草地 約 1,640 2 3,280 

コンクリート構造物及び舗装道路 約 8,870 1 8,870 

合計 約 12,370 － 17,730 1.4 

 

b. 緑化計画 

本計画の緑化面積は、表 4.5.2-3、図 4.5.2-1に示すとおりである。 

 

表 4.5.2-3 緑化計画 

緑地区画 
緑化地 

多様な緑化手法で 
確保する面積 

緑化面積 
（緑化地＋多様な緑化） 

地上(㎡) 接道部割増(㎡)注 1 合計(㎡) 

緑地 1-1 約 1,353 - 約 1,353 

緑地 2-1 約 2 - 約 2 

緑地 2-2 約 206 約 103 約 309 

緑地 3-1 約 21 - 約 21 

緑地 3-2 約 28 約 14 約 42 

緑地 4-1 約 38 - 約 38 

緑地 4-2 約 58 約 29 約 87 

緑地 5-1 約 10 - 約 10 

合計 約 1,716 約 146 約 1,862 

注：1接道部緑化は道路空間と一体となった緑化で次の条件を満たすことにより、接道部分の緑化空間を 1.5 倍

に割り増しして計上することができる。 

［条件］ 

ア 接道長が 0.5ｍ以上確保されていること。 

イ 緑化地の幅員が 1.0ｍ以上確保されていること。ただし接道長の 2 倍まで、最大 10ｍまでとする。 

ウ 道路側から低木、中木、高木の順に樹木が配置されており、道路からの見通しが妨げられていないこ

と。 

エ フェンスや構造物等により道路から見通しが妨げられていないこと。 

オ 道路と緑化地の高さが概ね同一（0.5ｍまで）であること。 

※ 約 292㎡（緑地 2-2、3-2、4-2）×1.5 ＝ 438㎡（割増分 146㎡） 

注：2.四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 
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図 4.5.2-1 緑化計画図 
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c. 生育環境（地形・地質等の状況） 

計画地及び周辺は平地で、標高（T.P.※）は約 13～14ｍ程度である。計画地及びその

周辺の表層地質は、泥を主とする低湿地堆積物である。 

 

d. 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の土地利用の状況は、「第 2 章 2.1.6 土地利用の状況」(p.52～56)

に示したとおり、宿泊娯楽施設用地、業務施設用地、住宅用地、集合住宅用地及び併用

集合住宅用地等で構成されている。 

 

e. 関係法令等による基準等 

(a) 「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」 

本条例では、川崎市における緑の保全及び緑化の推進に関して必要な事項を定め、川

崎市と市民及び事業者との協働により、良好な都市環境の形成を図り、もって現在及び

将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的としている。 

 

(b) 「川崎市緑化指針」に基づく緑化面積率等 

川崎市では、「川崎市緑化指針」において、全ての緑化事業を対象とした緑化の手順

を具体的に策定している。 

この指針は、住宅や事業所など施設の設置目的や立地する周囲の環境などの諸条件に

応じ、地域性を反映した個性的で付加価値の高い緑を保全・創出・育成する計画及び設

計並びにこれらに基づく適切な施工及び維持管理を推進するとともに、全市的な緑の水

準の向上に寄与することを目的としている。 

指針の中では、確保すべき緑化面積率について、建築敷地面積の 10％以上（事業所）

とされている。 

また、緑の量的水準としては、以下に示すとおり、面積当たりの本数が標準としてあ

げられている。 

＜緑化地面積当たりの植栽係数＞ 

高木：0.08本/m2、中木：0.16 本/m2、低木：0.48 本/m2 

なお、高木は低木 6 本または中木 2 本に、中木は低木 3 本に換算できる。 

ただし、それぞれの数値標準の半数以上は植栽するものとする。 

「川崎市緑化指針」に基づく本計画の標準植栽本数は、表 4.5.2-4 に示すとおりであ

る。 

 

表 4.5.2-4 「川崎市緑化指針」に基づく本計画の標準植栽本数 

区分 緑化地面積当たりの植栽本数 本事業の緑化地面積（m2） 標準植栽本数（本） 

高木 0.08 本/m2 

約 1,716 

138 

中木 0.16 本/m2 275 

低木 0.48 本/m2 824 

 注：四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。  
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(c) 「地域環境管理計画」 

「地域環境管理計画」において計画地は平野部に該当しており、緑の量の地域別環境

保全水準として、「緑の現状を活かし、かつ、回復育成を図ること。」と定めている。 

また、「川崎市環境影響評価等技術指針」に示される「緑被の算定方法」において、指

定開発行為に係る目標とする緑被率の算出式が、以下のとおり示されている。 

この算定式に基づき算出した本事業において目標とする緑被率は、15.0％である。 

 

【本事業において目標とする緑被率について】 

川崎市では地域環境保全水準として「緑の現状を活かし、かつ、回復育成を図ること。」とさ

れており、川崎市環境影響評価等技術指針において指定開発行為に係る緑被率の算定式が示され

ている。なお、計画地は平野部に該当している。 

〇指定開発行為に係る緑被率の算出式 

（A×α＋B×β＋A×G′）×100/A 

A ：指定開発行為に係る面積（㎡） 

α ：0.06 法令等により必要とされる公園、緑地等の割合 

ただし、法令等により公園、緑地等を設置しない場合はα＝0 とする。 

B ：指定開発行為に係る面積から公園、緑地等の面積を除いたもの（㎡） 

β ：指定開発行為の種類ごとに定める数値 

G′ ：平均緑度係数（平均緑度（L,G）：2.0～1.0の場合 G′=0.05） 

 

〇本事業において目標とする緑被率 

項目 単位 具体的数値 備考 

A m2 約 12,370  

α － 0 公園、緑地等を設置しない場合 

B m2 約 12,370 約 12,370-0＝約 12,370 

β － 0.1 商業施設の新設の値 

G' － 0.05 平均緑度が 1.4 の場合の値 

緑被率 ％ 15.0 （A×α＋B×β＋A×G′）×100/A 
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(2) 環境保全目標 

環境保全目標は、計画地における緑の現況を踏まえ、「地域環境管理計画」の地域別環

境保全水準を参考に、「緑の現状を活かし、かつ、回復育成を図ること。」とし、具体的な

目標値として、川崎市環境影響評価技術指針に定められる緑被率（指定開発行為に係る面

積に占める緑被面積の割合）の 15.0％を上回ることと設定する。 

 

(3) 予測・評価 

本事業の実施に伴い、供用時において新たに緑の回復育成を図るため、緑の量について

予測及び評価を行う。 

 

① 予 測 

a. 予測項目 

予測項目は、緑被の変化及び全体の緑の構成とした。 

 

b. 予測地域・予測地点 

予測地域は、計画地内とした。 

 

c. 予測時期 

予測時期は、工事の完了後一定期間をおいた時期とした。 

 

d. 予測方法 

(a) 緑被の変化 

予測方法は、本計画における緑被率と「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準か

ら算出される緑被率を比較する方法とした。 

 

(b) 全体の緑の構成 

予測方法は、本計画における植栽本数と「川崎市緑化指針」の標準植栽本数を比較す

る方法とした。 
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e. 予測結果 

(a) 緑被の変化 

緑被率の予測結果は、表 4.5.2-5に示すとおりである。 

緑被率は約 15.1％となり、本計画は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準の緑

被率（15.0％）を満足すると予測する。 

 

表 4.5.2-5 緑被率の予測結果 

区分 面積等 

緑化面積 

緑化地（m2） 約 1,716 

接道部割増（m2） 約 146 

合計（m2） 約 1,862 

敷地面積（m2） 約 12,370 

敷地面積に対する緑化面積の割合（％） 約 15.1 

 

(b) 全体の緑の構成 

緑化地の緑の構成の予測結果は、表 4.5.2-6に示すとおりである。 

高木 74 本、中木 142 本及び低木 1,634 本を植栽する計画であり、「川崎市緑化指針」

に基づく緑の量的水準を満足すると予測する。 

 

表 4.5.2-6 緑の構成の予測結果（樹木本数） 

区分 
「川崎市緑化指針」に基づく 

標準植栽本数 本計画の植栽本数 過不足本数 

高木(大景木) 138本 74 本 
－64 本 

（低木換算：384本） 

中木 275本 142本 
－133 本 

（低木換算：399本） 

低木 824本 1,634 本 ＋810 本 

注：高木、中木の不足分の低木換算 
   ・高木不足分の低木換算本数： 64本（不足）×6本（高木 1本の低木換算）＝384本 

   ・中木不足分の低木換算本数：133本（不足）×3本（中木 1本の低木換算）＝399本 

   ・高木、中木の不足分の低木換算本数：384本＋399本＝783本 

    低木の余剰分 810本（1,634本-824本）≧高木、中木の不足分の低木換算本数 783本 
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② 環境保全のための措置 

本事業の供用時においては、緑の回復育成の観点から、以下に示す環境保全のための措

置を講じる。 

・「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」、「川崎市緑化指針」、を踏まえ、計画

建築物外周の地上部に可能な限り緑地を設け、魅力的な緑化空間の創出に努める。 

・緑地は、「川崎市緑化指針」、「地域環境管理計画」に基づき、敷地面積に対して約 15％

以上の緑被面積を確保する。 

・緑の構成を配慮し、高木、中木、低木、地被類を適切に組み合わせるなど、多様な緑の

創出を図る。 

・植栽された樹木の目的、機能を充分に発揮させるため、樹木の特質に応じた維持管理

を行う。 

 

③ 評 価 

本事業における供用時の緑被率は約 15.1％となり、本計画は、「地域環境管理計画」の

地域別環境保全水準の緑被率（15.0％）を満足すると予測した。 

また、高木 74 本、中木 142 本及び低木 1,634 本を植栽する計画であり、「川崎市緑化指

針」に基づく緑の量的水準を満足すると予測した。 

本事業の実施においては、「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」、「川崎市緑

化指針」を踏まえ、計画建築物外周の地上部に可能な限り緑地を設け、魅力的な緑化空間

の創出に努めるなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、緑の現状を活かし、かつ、回復育成が図られると評価する。 

 




